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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年６月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月１５日 ０８時４６分ごろ 

発生場所 北海道上ノ国
か み のく に

町上の国
か み のく に

漁港（大崎地区）西方沖 

 汐吹港北防波堤灯台から真方位０１０°３.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°４８.１７′ 東経１４０°０３.７８′） 

事故調査の経過  平成２６年９月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 高栄
こうえい

丸、４.９トン 

   ＨＫ３－１１２６７７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.７５ｍ（Lr）×２.９７ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成４年７月２５日 

Ｂ プレジャーボート ゆうせい号、５トン未満（長さ８.２９ｍ） 

   ２００－２５４５０北海道、個人所有 

   ８.２９ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１３２.３９kＷ、平成６年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年３月１６日 

    免許証交付日 平成２１年１０月２８日 

           （平成２７年３月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年１１月８日 

    免許証交付日 平成２５年８月２１日 

           （平成３０年８月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 左舷船首に凹損、操舵室前面及び左舷側窓に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、上の国漁港（大崎地区）（以下

「本件漁港」という。）南西方沖で雑はえ縄漁を終え、本件漁港に向
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けて、約６.７ノットの対地速力で自動操舵により北東進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、後部甲板の右舷側で漁獲物選別等の作業を行い

ながら操船に当たっていたところ、ふだん、左舷方には他船を見掛け

ず、右舷方に多数の漁船を認めたので、漁模様が気になって右舷方に

注意を向けて北東進中、平成２６年９月１５日０８時４６分ごろ、汐

吹港北防波堤灯台から真方位０１０°３.８Ｍ付近で、その左舷船首

とＢ船の左舷船首とが衝突した。 

 Ａ船は、船長Ａが、船長Ｂと両船の損傷の状況を確認した後、本件

漁港へ戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、家族１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、０８時００分ごろ、本件漁港西方沖で機関を中立と

し、船首を南方に向けてシーアンカーを投下して漂泊を始めた。 

 船長Ｂは、後部甲板左舷側で釣りを行っていたところ、０８時３５

分ごろ船首方１Ｍ付近をＢ船に向かって接近するＡ船を認めたが、こ

れまでも、他船が直前に避けていくことがあったので、航行中のＡ船

が漂泊中のＢ船を避けてくれるものと思い、引き続き釣りを行ってい

た。 

 Ｂ船は、Ａ船が至近となったとき、船長Ｂが、操舵室に人影が見え

なかったので衝突の危険を感じ、大声で叫び、笛を吹いたが、Ａ船と

衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、携帯電話で１１８番通報し、自力で本件漁港に

入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、漁業の経験が豊富であった。 

 船長Ａは、船長Ｂが吹いた笛の音は聞こえなかった。 

 船長Ａは、操業中に救命胴衣を着用していたが、帰航する際は脱い

でいた。 

 船長Ｂは、プレジャーボートの船長経験が約１２年あり、毎年４月

～１０月ぐらいまでの間に週２回程度、Ｂ船で釣りを行っていた。 

 同乗者Ｂは、操舵室前方の船室で休憩していた。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本件漁港西方沖を北東進中、船長Ａが、右舷方の漁船に注

意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船

に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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 船長Ａは、右舷方に多数の漁船を認めたことから、右舷方の漁船に

注意を向けていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件漁港西方沖で漂泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認め

たが、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれるものと思い、船首

方に認めたＡ船の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、これまでも、他船が直前に避けていくことがあったこと

から、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれるものと思ったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本件漁港西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂ

が、船首方に認めたＡ船の見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、前路の他船を見落とすことがないよう周囲の見張りを

適切に行うこと。 

 ・漂泊して釣りを行う場合、携帯式エアホーンなどの有効な音響信

号を行える手段を講じて、常時見張りを適切に行い、他船が接近

して来ることに気付いた時は、早めに注意喚起を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

北 海 道 


